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(57)【要約】
【課題】迅速且つ確実に空燃比センサの異常を検出する
ことのできる電子制御装置、及び、制御方法を提供する
。
【解決手段】空燃比センサ１２３の異常判定を行う電子
制御装置４であって、異常判定閾値を記憶する記憶部と
、燃料リッチ状態から燃料リーン状態への変化を検出し
た場合に、噴射した燃料量と吸気量に基づいて推定した
燃料リーン状態への変化値と、空燃比センサからの信号
により判定する燃料リーン状態への変化値との差分を算
出する燃料リーン変化値差分算出処理と、燃料リーン状
態から燃料リッチ状態への変化を検出した場合に、燃料
リーン変化値算出処理と同様にして差分を算出する燃料
リッチ変化値差分算出処理と、各処理により算出される
差分の絶対値の差分が異常判定閾値以上の場合に、空燃
比センサが異常と判定する空燃比センサ異常判定処理を
実行する制御部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排気管に設けられた空燃比センサの異常判定を行う電子制御装置であって、
　空燃比センサの異常を判定するための異常判定閾値を記憶する記憶部と、
　内燃機関を制御する際に、空燃比センサからの信号により判定する空燃比が燃料リッチ
を示す状態から、燃料リーンを示す状態へ変化するのを検出する燃料リーン反転検出処理
と、
　内燃機関を制御する際に、空燃比センサからの信号により判定する空燃比が燃料リーン
を示す状態から、燃料リッチを示す状態へ変化するのを検出する燃料リッチ反転検出処理
と、
　燃料リーン反転検出処理の実行により燃料リッチ状態から燃料リーン状態への変化を検
出した場合に、燃料噴射部により噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により判定
する吸気量に基づいて推定した燃料リーン状態への変化値と、空燃比センサからの信号に
より判定する燃料リーン状態への変化値との差分を算出する燃料リーン変化値差分算出処
理と、
　燃料リッチ反転検出処理の実行により燃料リーン状態から燃料リッチ状態への変化を検
出した場合に、燃料噴射部により噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により判定
する吸気量に基づいて推定した燃料リッチ状態への変化値と、空燃比センサからの信号に
より判定する燃料リッチ状態への変化値との差分を算出する燃料リッチ変化値差分算出処
理と、
　燃料リーン変化値差分算出処理の実行により算出される差分の絶対値と、燃料リッチ変
化値差分算出処理の実行により算出される差分の絶対値との差分が、記憶部が記憶する異
常判定閾値以上の場合に、空燃比センサが異常であると判定する空燃比センサ異常判定処
理を実行する制御部と
　を備える電子制御装置。
【請求項２】
　前記制御部が実行する異常判定処理における、空燃比センサからの信号により判定する
燃料リッチ及び燃料リーンへの変化値は、燃料噴射部により噴射した燃料量と、吸気量検
出部からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した燃料リッチ及び燃料リーンへの
変化値との関係において、一次遅れを示すパラメータであり、パラメータは無駄時間、時
定数、またはゲインを含む請求項１に記載の電子制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は異常判定処理の実行により、前記空燃比センサが正常であるか異常である
かを識別するデータ、またはモニタ頻度を記憶部に記憶する請求項１または請求項２の何
れかに記載の電子制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は一連の処理を、車両の状態検出部からの信号に基づいて車両の状態が安定
していることを判定する場合に実行する請求項１から請求項３の何れかに記載の電子制御
装置。
【請求項５】
　内燃機関の排気管に設けられた空燃比センサの異常判定を行う制御方法であって、
　内燃機関を制御する際に、空燃比センサからの信号により判定する空燃比が燃料リッチ
を示す状態から、燃料リーンを示す状態へ変化するのを検出する燃料リーン反転検出ステ
ップと、
　内燃機関を制御する際に、空燃比センサからの信号により判定する空燃比が燃料リーン
を示す状態から、燃料リッチを示す状態へ変化するのを検出する燃料リッチ反転検出ステ
ップと、
　燃料リーン反転検出ステップの実行により燃料リッチ状態から燃料リーン状態への変化
を検出した場合に、燃料噴射部により噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により
判定する吸気量に基づいて推定した燃料リーン状態への変化値と、空燃比センサからの信
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号により判定する燃料リーン状態への変化値との差分を算出する燃料リーン変化値差分算
出ステップと、
　燃料リッチ反転検出ステップの実行により燃料リーン状態から燃料リッチ状態への変化
を検出した場合に、燃料噴射部により噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により
判定する吸気量に基づいて推定した燃料リッチ状態への変化値と、空燃比センサからの信
号により判定する燃料リッチ状態への変化値との差分を算出する燃料リッチ変化値差分算
出ステップと、
　燃料リーン変化値差分算出ステップの実行により算出される差分の絶対値と、燃料リッ
チ変化値差分算出ステップの実行により算出される差分の絶対値との差分が、記憶部が記
憶する異常判定閾値以上の場合に、空燃比センサが異常であると判定する空燃比センサ異
常判定ステップを実行する制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の排気管に設けられた空燃比センサの異常判定を行なう電子制御装
置、及び、制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の制御装置には、重大な事故や環境破壊を未然に防止するための様々な自己診断機
構が搭載されている。
【０００３】
　このような自己診断機構の一つとして、排気ガスの空燃比を検出する空燃比センサの故
障診断を行なう自己診断機構が、車両の制御装置に搭載されている。
【０００４】
　内燃機関の制御中に空燃比センサに異常が発生すると、内燃機関を制御している電子制
御装置は空燃比制御を適正に実行できなくなり、車両の走行に支障を生ずる虞があるため
、空燃比センサに異常が発生した場合には、これを迅速に検出する必要があるからである
。
【０００５】
　空燃比センサの故障診断を行なう装置として、例えば、特許文献１には、内燃機関の排
気通路に空燃比センサを設置し、この空燃比センサの出力電流を検出抵抗に流し、この検
出抵抗の両端の電圧差を検出することで、排出ガスの空燃比を検出する空燃比センサ系に
おいて、検出抵抗の両端の電圧（基準電圧及び検出電圧）に基づいて空燃比センサ系の異
常の有無を診断する異常診断手段を備えている内燃機関の空燃比センサ系異常診断装置が
開示されている。
【０００６】
　この空燃比センサ系異常診断装置は、基準電圧が正常範囲外で検出電圧より高い場合に
空燃比検出値がリッチ側にずれるリッチ異常と診断し、基準電圧が正常範囲外で検出電圧
より低い場合に空燃比検出値がリーン側にずれるリーン異常と診断し、基準電圧が正常範
囲内で検出電圧が電源電圧付近に張り付いている状態が所定時間継続した場合に空燃比セ
ンサのセンサ素子がショートしてしまっていると診断し、基準電圧が正常範囲内で基準電
圧と検出電圧が同一である状態が所定時間継続した場合にセンサ素子の断線と診断する。
【特許文献１】特開平１１－１０７８３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述した自己診断機構を効果有らしめるべく法規制がなされる場合がある。
例えば、ＣＡＲＢ（カリフォルニア待機資源保護局）によるＯＢＤ２の法規によれば、エ
ンジンの異常で有毒な排気ガスが放出されるのを防ぐことを目的とし、米国内で販売する
全ての車両にエンジンの排気ガス生成に関するシステムが正常に作動しているかを監視す
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る機能を備えるＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）の搭載が義
務付けられている。
【０００８】
　そして、近年の交通事故対策や環境対策の重要性の高まり等から、ＯＢＤ２等の法規制
はより強化されつつある。この結果、空燃比センサの異常診断を行なう装置にも、エンジ
ンの異常を迅速且つ確実に検出するために、更なる精度向上や、現在よりも多種類の診断
内容を実行できる機構の搭載が求められている。
【０００９】
　本発明の目的は、上述した従来の問題点に鑑み、迅速且つ確実に空燃比センサの異常を
検出することのできる電子制御装置、及び、制御方法を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の目的を達成するため、本発明による電子制御装置の特徴構成は、内燃機関の排気
管に設けられた空燃比センサの異常判定を行う電子制御装置であって、空燃比センサの異
常を判定するための異常判定閾値を記憶する記憶部と、内燃機関を制御する際に、空燃比
センサからの信号により判定する空燃比が燃料リッチを示す状態から、燃料リーンを示す
状態へ変化するのを検出する燃料リーン反転検出処理と、内燃機関を制御する際に、空燃
比センサからの信号により判定する空燃比が燃料リーンを示す状態から、燃料リッチを示
す状態へ変化するのを検出する燃料リッチ反転検出処理と、燃料リーン反転検出処理の実
行により燃料リッチ状態から燃料リーン状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部によ
り噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した
燃料リーン状態への変化値と、空燃比センサからの信号により判定する燃料リーン状態へ
の変化値との差分を算出する燃料リーン変化値差分算出処理と、燃料リッチ反転検出処理
の実行により燃料リーン状態から燃料リッチ状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部
により噴射した燃料量と、吸気量検出部からの信号により判定する吸気量に基づいて推定
した燃料リッチ状態への変化値と、空燃比センサからの信号により判定する燃料リッチ状
態への変化値との差分を算出する燃料リッチ変化値差分算出処理と、燃料リーン変化値差
分算出処理の実行により算出される差分の絶対値と、燃料リッチ変化値差分算出処理の実
行により算出される差分の絶対値との差分が、記憶部が記憶する異常判定閾値以上の場合
に、空燃比センサが異常であると判定する空燃比センサ異常判定処理を実行する制御部と
を備える点にある。
【００１１】
　上述の構成によれば、制御部は、燃料リーン状態への変化値の差分と、燃料リッチ状態
への変化値の差分に基づいて、空燃比センサの異常判定を行なうことで、燃料リーン状態
への変化値の差分と燃料リッチ状態への変化値の差分が大きく異なる場合の異常を検知す
る。
【００１２】
　つまり、電子制御装置は、燃料リーン状態への変化値の差分に基づいて検知される異常
、つまり空燃比が燃料リッチ状態から燃料リーン状態へ変動した場合に検知される空燃比
センサの異常と、燃料リッチ状態への変化値の差分に基づいて検知される異常、つまり空
燃比が燃料リーン状態から燃料リッチ状態へ変動した場合に検知される空燃比センサの異
常に加えて、両変化値の差分が大きく異なる場合の空燃比センサの異常判定を実行できる
、つまり、より多種類の診断内容を実行できる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明した通り、本発明によれば、迅速且つ確実に空燃比センサの異常を検出するこ
とのできる電子制御装置を提供することができるようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明による電子制御装置、及び、制御方法について説明する。まず、電子制
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御装置による異常検出対象の空燃比センサが搭載された内燃機関について説明する。
【００１５】
　本実施形態では、内燃機関は、１サイクルが４ストロークからなるエンジンであって、
♯１気筒、♯２気筒、♯３気筒、♯４気筒の４個の気筒からなり、夫々の気筒が１／４サ
イクルずつ異なる駆動を行なうように構成されている。尚、以下で説明する図１に示す車
両のエンジン１は、上述の４気筒のうちの一つの気筒を抽出したものを示している。
【００１６】
　エンジン１は、図１に示すように、内燃部１０と、内燃部１０に連通した吸気部１１と
、同じく排気部１２とで構成されている。
【００１７】
　内燃部１０は、気筒１０１の内部の燃焼室１０１ａにおいて混合気（霧状にした燃料と
空気を混合したもの）が燃焼する際の圧力で上下に往復運動するピストン１０２と、燃焼
室１０１ａへの混合気の吸入口を開閉する吸気バルブ１０３と、混合気が燃焼した後の燃
焼ガスを排出するために排出口を開閉する排気バルブ１０４と、ピストン１０２の往復運
動を回転運動に変えるクランクシャフト１０５と、ピストン１０２とクランクシャフト１
０５を接続するコネクティングロッド１０６と、燃焼室１０１ａに吸入された混合気に着
火するための点火プラグ１０７と、最適な空燃比（混合気における空気と燃料の混合比）
を得ることができるよう燃料噴射時期を特定するためにクランクシャフト１０５の角度位
置（クランク角）を検出するクランク角センサ１０８と、エンジン１の冷却水の温度を検
出するサーミスタ等で構成された水温センサ１０９等を備えて構成されている。
【００１８】
　吸気部１１は、燃料を燃焼するために必要な燃料と空気とを内燃部１０に送るためのも
ので、空気または燃料の通路となる吸気管１１１と、吸気バルブ１０３に燃料を噴射する
ための燃料噴射弁としてのインジェクタ１１２と、吸気口１１３から吸入する空気を浄化
するエアフィルタ１１４と、吸入された空気の吸入量を検出するエアフロメータ１１５と
、吸入する空気量を制御するスロットルバルブ１１６と、アクセル開度センサによって検
出されたアクセルペダルの踏み込み量に基づいてスロットルバルブ１１６を駆動するスロ
ットルバルブ駆動機構１１７と、スロットルバルブ駆動機構１１７によって駆動されたス
ロットルバルブ１１６の開度を検出するスロットル開度センサ１１８等を備えて構成され
ている。
【００１９】
　排気部１２は、内燃部１０で燃焼されたガスを排気するためのもので、排気されたガス
の通路となる排気管１２１と、三元触媒等で構成され排気されたガスを浄化する触媒１２
２と、触媒１２２の上流側に設置され空燃比を検出するために酸素濃度に略比例した限界
電流を出力する空燃比センサ１２３と、触媒１２２の下流側に設置され酸素濃度を検出す
る酸素センサ１２４等を備えて構成されている。
【００２０】
　空燃比センサ１２３は、図２に示すように、排気管１２１の内部に向けて突設され、断
面がコ字形状で、その周壁にカバー内外を連通する多数の小孔３２が形成されたカバー３
０と、空燃比が燃料リーンを示す状態での酸素濃度、または空燃比が燃料リッチを示す状
態でのＣＯやＨＣ等の未燃ガス濃度に対応する限界電流を発生するセンサ本体３４と、ヒ
ータ３６等を備えて構成されている。
【００２１】
　センサ本体３４は、有底筒状の固体電解質層３４ａの外表面に排気ガス側電極層３４ｂ
が固着され、内表面に大気側電極層３４ｃが固着され、排気ガス側電極層３４ｂの外側に
拡散抵抗層３４ｄがプラズマ溶射されている。
【００２２】
　固体電解質層３４ａは、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２ 、ＴｈＯ２ 、Ｂｉ２Ｏ２等にＣａＯ、Ｍ
ｇＯ、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３ 等の安定剤が配合された酸素イオン伝導性酸化物焼結体で
構成され、拡散抵抗層３４ｄは、アルミナ、マグネシャ、ケイ石質、スピネル、ムライト
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等の耐熱性無機物質で構成される。
【００２３】
　排気ガス側電極層３４ｂ及び大気側電極層３４ｃは共に、白金等の触媒活性の高い貴金
属で構成され、その表面には多孔質の化学メッキ等が施されている。
【００２４】
　ヒータ３６は大気側電極層３４ｃの内側に収容されており、その発熱によりセンサ本体
３４が加熱される。
【００２５】
　センサ本体３４は、空燃比が理論空燃比より燃料リーンを示す状態では酸素濃度に応じ
て、排気ガス側電極層３４ｂの面積、拡散抵抗層３４ｄの厚さ、気孔率及び平均孔径によ
り決定される限界電流を発生する。また、空燃比が理論空燃比より燃料リッチを示す状態
では、未燃ガスである一酸化炭素等の濃度が空燃比に対してほぼリニアに変化し、未燃ガ
ス濃度に応じた限界電流を発生する。限界電流は、酸素濃度に対応した線形特性を示すが
、約６００℃以上の温度で活性化されるもので、ヒータ３６による加熱でセンサ本体３４
が活性化温度域に制御される。
【００２６】
　空燃比センサ１２３は、図３（ａ）に示すように、固体電解質層３４ａへの流入電流Ｉ
と印加電圧Ｖとが線形特性を有し、印加電圧軸に平行な直線部分Ｌが限界電流を表し、こ
の限界電流の増減が空燃比の増減に対応している。つまり、図３（ｂ）に示すように、空
燃比が燃料リーンになる、つまり大きくなるほど限界電流は増大し、空燃比が燃料リッチ
になる、つまり小さくなるほど限界電流は減少する。
【００２７】
　電子制御装置４は、図４に示すように、ＣＰＵ４１と、ＣＰＵ４１で実行される制御プ
ログラムが格納されたＲＯＭ４２及び／またはＥＥＰＲＯＭ４３と、ワーキングエリアと
して使用されるＲＡＭ４４と、各種センサ等からのアナログ信号やデジタル信号を入力す
る入力インタフェース回路４５と、入力された信号に基づいてＣＰＵ４１で演算された結
果としての信号を各種アクチュエータへ出力する出力インタフェース回路４６等を備えて
構成されている。
【００２８】
　電子制御装置４は、入力インタフェース回路４５を介して、上述したクランク角センサ
１０８、水温センサ１０９、エアフロメータ１１５、スロットル開度センサ１１８、及び
空燃比センサ１２３等による検出値を入力し、ＣＰＵ４１が、これら検出値からエンジン
１を制御する制御信号を算出する。例えば、クランク角センサ１０８の検出値等に基づい
て燃料噴射タイミングやエンジン回転数を算出し、スロットル開度センサ１１８の検出値
等に基づいてスロットル開度を算出する。そして、電子制御装置４は、出力インタフェー
ス回路４６を介して制御信号をインジェクタ１１２等へ出力することで、エンジン１の燃
料噴射量等を制御する。
【００２９】
　また、電子制御装置４は、所定の走行条件が満たされた場合に内燃機関、つまりエンジ
ン１の排気管１２１に設けられた空燃比センサ１２３の異常判定、つまり故障診断を行な
う。
【００３０】
　所定の走行条件は、車両の状態検出部からの信号に基づいて車両の状態が安定している
ことである。つまり、後述する電子制御装置４の制御部は、後述する一連の処理を、車両
の状態検出部からの信号に基づいて車両の状態が安定していることを判定する場合（つま
り、所定の走行条件であることを判定する場合）に実行する。
【００３１】
　所定の走行条件は、例えば、空燃比センサ１２３が活性状態に移行していること、エン
ジン回転数が所定回転数範囲に収まっていること、車速が所定速度範囲に収まっているこ
と、燃料供給系で発生した蒸発燃料が吸気管１１１にパージされていないことが含まれる
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。ここで、車両の状態検出部は、空燃比センサ１２３やエンジン回転数を算出するための
クランク角を検出するクランク角センサ１０８等である。
【００３２】
　つまり、空燃比センサ１２３が活性状態に移行しているとともに、故障診断中に燃料噴
射量の変動等が発生しない条件を満たすことが好ましい。後述するように、電子制御装置
４は、燃料噴射量を変化させた際のステップ応答を計測することで、空燃比センサ１２３
の故障診断を行なうため、ステップ応答の計測中は燃料噴射量を一定に維持する必要があ
り、ステップ応答の計測中に燃料噴射量が変化すると、故障診断を適正に実施できなくな
るからである。
【００３３】
　以下に詳述する。上述したように、空燃比センサ１２３等の酸素濃度センサの出力電圧
は、一般に、温度依存性が高く、酸素濃度の検出精度を良好に維持するには素子温度を、
所定の活性温度（例えば約６００℃以上）に保つ必要がある。よって、所定の走行条件の
一つを、空燃比センサ１２３が活性温度に保たれていることとすることで、電子制御装置
４は空燃比センサ１２３の故障診断を適正に実施できる。
【００３４】
　電子制御装置４は、エンジン回転数が変動すると当該変動に応じて燃料噴射量等を変動
するように制御するので、排気管１２１内の空燃比が変動してしまい、電子制御装置４は
空燃比センサ１２３の故障診断を適正に実施できなくなってしまう。よって、所定の走行
条件の一つを、エンジン回転数が所定回転数範囲に収まっていることとすることで、電子
制御装置４は空燃比センサ１２３の故障診断を適正に実施できる。同様に、車速が変動す
るとエンジン回転数が変動するので、車速が所定速度範囲に収まっていることも所定の走
行条件の一つとすることで、電子制御装置４は空燃比センサ１２３の故障診断を適正に実
施できる。
【００３５】
　エンジン１の燃料を蓄積している燃料タンクには、燃料タンクからインジェクタ１１２
へ送られたが内燃部１０へ噴射されることなく燃料タンクへ送り戻されてきた高温の燃料
等が原因で、燃料蒸気（燃料ベーパ）が発生することが知られている。
【００３６】
　燃料ベーパが発生すると燃料タンク内の圧力が上昇するので、溜まった燃料ベーパを外
部に放出する必要があるが、燃料ベーパをそのまま外部に放出すると異臭を生じ、公害の
原因となる虞がある。
【００３７】
　そこで、燃料ベーパを捕集するためのキャニスタを吸気管１１１と連通して設けて、燃
料ベーパを前記キャニスタに捕集しておき、エンジン駆動時に燃料ベーパを吸気管１１１
へ送り燃料ベーパを燃焼させることで、燃料ベーパを外部に放出することなく燃料タンク
内から除去する所謂パージが、車両において実行されている。
【００３８】
　つまり、パージが実行されると吸気管１１１内に送られた燃料ベーパによって排気管１
２１内の空燃比が変動してしまい、電子制御装置４は空燃比センサ１２３の故障診断を適
正に実施できなくなってしまう。よって、所定の走行条件の一つを、燃料供給系で発生し
た蒸発燃料が吸気管１１１にパージされていないこととすることで、電子制御装置４は空
燃比センサ１２３の故障診断を適正に実施できる。
【００３９】
　以下に、電子制御装置６による空燃比センサ１２３の故障診断について説明する。電子
制御装置６は、空燃比センサ１２３が燃料リッチを示す状態で所定のリーン側空燃比に燃
料噴射量を変化させた場合のリーン側ステップ応答、及び、空燃比センサ１２３が燃料リ
ーンを示す状態で所定のリッチ側空燃比に燃料噴射量を変化させた場合のリッチ側ステッ
プ応答を計測し、当該計測値から一次遅れ系のパラメータを夫々算出し、リーン側ステッ
プ応答及びリッチ側ステップ応答夫々のパラメータの値に基づいて空燃比センサ１２３の



(8) JP 2009-299545 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

故障診断を行なう制御部と、制御部による故障診断情報が記憶される記憶部を備えている
。
【００４０】
　ここで、制御部はＣＰＵ４１であり、上述の機能は、ＣＰＵ４１がＲＯＭ４２に記憶さ
れた制御プログラムを実行することで実現される。また、記憶部はＲＡＭ４４及び／また
はＥＥＰＲＯＭ４３である。
【００４１】
　リーン側ステップ応答の例を図５（ａ）に示し、リッチ側ステップ応答の例を図５（ｂ
）に示す。ステップ応答は、時刻に対する空燃比の特性であって、計算空燃比の瞬間的な
変化に基づくステップ入力に対する実空燃比の応答特性である。
【００４２】
　制御部は、エアフロメータ１１５による検出値である空気量を、インジェクタ１１２へ
の通電時間に基づいて算出される燃料量で除算することで計算空燃比を算出する。尚、制
御部は、計算空燃比をエアフロメータ１１５の検出値に基づいて算出する代わりに、スロ
ットルバルブの下流側に設置され、吸気管圧力を検出する吸気管圧力センサ１１９の検出
値に基づいて空気量を算出することで、計算空燃比を算出してもよい。
【００４３】
　また、制御部は、空燃比センサ１２３から入力された限界電流の値及び図３に示す特性
に基づいて実空燃比を算出する。
【００４４】
　制御部は、所定タイミングで、空燃比をリーン側空燃比（例えば、１４．７）またはリ
ッチ側空燃比（例えば、１４．５）にするように燃料噴射量を急増または急減させる制御
信号をインジェクタ１１２へ出力する。当該制御信号に対応する燃料噴射量に基づいて算
出された計算空燃比の時刻に対する特性がステップ入力となる。
【００４５】
　例えば、制御部は、図６（ａ）に示すように、リッチ側空燃比（１４．５）の状態が所
定時間ｔだけ継続したタイミングで、空燃比をリーン側空燃比（１４．７）にするように
燃料噴射量を変化させる制御信号をインジェクタ１１２へ出力する。すると、当該制御信
号に対応する燃料噴射量によって排気管１２１内の空燃比である実空燃比がリッチ側空燃
比（１４．５）から理論空燃比（１４．６）を介してリーン側空燃比（１４．７）へ変化
し、制御部は、空燃比センサ１２３から入力された当該変化を、リーン側ステップ応答と
して計測する。
【００４６】
　同様に、制御部は、リーン側空燃比（１４．７）の状態が所定時間ｔだけ継続したタイ
ミングで、空燃比をリッチ側空燃比（１４．５）にするように燃料噴射量を変化させる制
御信号をインジェクタ１１２へ出力する。すると、当該制御信号に対応する燃料噴射量に
よって実空燃比がリーン側空燃比（１４．７）から理論空燃比（１４．６）を介してリッ
チ側空燃比（１４．５）へ変化し、制御部は、空燃比センサ１２３から入力された当該変
化を、リッチ側ステップ応答として計測する。
【００４７】
　つまり、図６（ａ）で空燃比が理論空燃比（１４．６）より大きい部分が図５（ａ）（
リーン側ステップ応答の例）に相当し、空燃比が理論空燃比（１４．６）より小さい部分
が図５（ｂ）（リッチ側ステップ応答の例）に相当する。
【００４８】
　尚、所定タイミングは、リッチ側またはリーン側空燃比の状態が所定時間ｔだけ継続し
たタイミングに限らず、例えば、空燃比が理論空燃比となったタイミング等であってもよ
い。
【００４９】
　制御部は、ステップ入力とステップ応答から所定のパラメータを算出する。パラメータ
には無駄時間、時定数、ゲインが含まれ、制御部は各パラメータの値が所定の許容範囲に



(9) JP 2009-299545 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

収まるか否かに基づいて空燃比センサ１２３の故障診断を行なう。
【００５０】
　尚、制御部は、各パラメータの差分値が所定の許容範囲に収まるか否かに基づいて空燃
比センサ１２３の故障診断を行なうが、これについては後述する。また、以下の説明では
、図５（ａ）に示すリーン側ステップ応答に基づいて説明するが、図５（ｂ）に示すリッ
チ側ステップ応答の場合もリーン側ステップ応答の場合と同様である。
【００５１】
　以上の説明より、ステップ応答とは、所定時間当たりの空燃比センサ１２３の出力値が
変化する状態を言う。
【００５２】
　無駄時間Ｄは、ステップ入力がリッチ側空燃比へ変化した瞬間から、当該変化に対応し
てステップ応答がリーン側空燃比から理論空燃比へ変化する瞬間までの時間である。
【００５３】
　時定数Ｔは、ステップ応答がリーン側空燃比から理論空燃比へ変化した瞬間Ｔ１から、
当該瞬間Ｔ１以後（ステップ応答の立ち上がり以後）で最大の傾斜が、当該傾斜のままス
テップ応答の収束値に達したと仮定した時刻Ｔ２までの時間である。
【００５４】
　尚、当該傾斜は、制御部によって以下のように算出される。空燃比センサ１２３の出力
特性は、燃料リーン状態から燃料リッチ状態、燃料リッチ状態から燃料リーン状態へ変化
した後、初期の一定時間における空燃比センサ１２３の出力値の変化が比例となることが
統計的にわかっている。その比例を示す初期の一定時間における空燃比センサ１２３の出
力値の変化に基づき傾斜が算出される。
【００５５】
　また、収束値とは、ステップ応答が収束する値を予め試験等により得たものである。
【００５６】
　ゲインＫは、ステップ応答の収束値（図５（ａ）の「ｂ」）からステップ入力値（図５
（ａ）の「ａ」）を除算した値である。
【００５７】
　上述の構成によれば、制御部は、所定のパラメータに基づいて空燃比センサ１２３の故
障診断を行なうので、ステップ応答の立ち上がり特性を一定時間毎に測定する等の煩雑な
測定を行なうことなく、空燃比センサ１２３の故障診断を適切に行なうことができる。
【００５８】
　そして、制御部は、無駄時間Ｄが所定範囲内であるか否か、時定数Ｔが所定範囲内であ
るか否か、ゲインＫが所定範囲内であるか否かで故障診断する。例えば、制御部は、無駄
時間Ｄが所定時間（例えば４（ｍｓｅｃ））以上の場合に空燃比センサ１２３の無駄時間
異常であると診断し、時定数Ｔが所定範囲（例えば０．１～０．４（ｍｓｅｃ））外の場
合に空燃比センサ１２３の応答性低下異常であると診断し、ゲインＫが所定値（例えば１
．２）以上である場合に空燃比センサ１２３の出力拡大異常であると診断し、ゲインＫが
所定値（例えば０．８）以下である場合に空燃比センサ１２３の出力縮小異常であると診
断する。
【００５９】
　尚、無駄時間異常及び応答性低下異常の診断は、リッチ側ステップ応答とリーン側ステ
ップ応答の夫々で個別に実行し、出力拡大異常及び出力縮小異常の診断は、リッチ側ステ
ップ応答とリーン側ステップ応答の平均値に基づいて実行するが、これに限らない。例え
ば、無駄時間異常及び応答性低下異常の診断をリッチ側ステップ応答とリーン側ステップ
応答の平均値に基づいて実行してもよいし、出力拡大異常及び出力縮小異常の診断をリッ
チ側ステップ応答とリーン側ステップ応答の夫々で個別に実行してもよい。
【００６０】
　以上説明した制御部による診断結果（無駄時間異常、応答性低下異常、出力拡大異常、
及び出力縮小異常の有無、並びに、これら異常の発生時刻等）は、故障診断情報として、



(10) JP 2009-299545 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

記憶部に記憶される。
【００６１】
　上述の構成によれば、制御部は、リーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答夫々
のパラメータに基づいて空燃比センサの故障診断を行なうことで、空燃比のリッチ側空燃
比からリーン側空燃比への変動の際の空燃比センサ１２３の異常、及び、空燃比のリーン
側空燃比からリッチ側空燃比への変動の際の空燃比センサ１２３の異常を、別々の異常と
して検知することができる。
【００６２】
　また、制御部は、リーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答夫々のパラメータの
差分値に基づいて空燃比センサ１２３の故障診断を行ない、記憶部には、制御部による故
障診断情報が記憶される。
【００６３】
　パラメータの差分値に基づいて空燃比センサ１２３の故障診断を行なう場合であっても
、上述同様、パラメータには上述した無駄時間Ｄ、時定数Ｔ、ゲインＫが含まれる。
【００６４】
　そして、制御部は対応するパラメータ毎の差分値が所定の許容範囲に収まるか否かに基
づいて空燃比センサ１２３の故障診断を行なう。
【００６５】
　つまり、リーン側ステップ応答における無駄時間Ｄとリッチ側ステップ応答における無
駄時間Ｄの差分の絶対値が所定値以上である場合に空燃比センサ１２３の無駄時間非対称
異常であると診断し、リーン側ステップ応答における時定数Ｔとリッチ側ステップ応答に
おける時定数Ｔの差分の絶対値が所定値以上である場合に空燃比センサ１２３の応答性非
対称異常であると診断し、リーン側ステップ応答におけるゲインＫとリッチ側ステップ応
答におけるゲインＫの差分の絶対値が所定値以上である場合に空燃比センサ１２３のゲイ
ン非対称異常であると診断する。
【００６６】
　以上説明した制御部による診断結果（無駄時間非対称異常、応答性非対称異常、及びゲ
イン非対称異常の有無、並びに、これら異常の発生時刻等）も、上述した診断結果と同様
に、故障診断情報として、記憶部に記憶される。
【００６７】
　制御部は、以上説明したうちの少なくとも一つの異常があると空燃比センサ１２３の故
障であると判断する。
【００６８】
　つまり、制御部は、リーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答夫々のパラメータ
が所定の許容範囲に収まる場合（無駄時間異常、応答性低下異常、出力拡大異常、及び出
力縮小異常の何れも発生していない場合）であっても、対応するパラメータ毎の差分値が
所定の許容範囲を逸脱する場合（無駄時間非対称異常、応答性非対称異常、及びゲイン非
対称異常の何れかが発生している場合）には、空燃比センサ１２３が故障していると診断
する。
【００６９】
　上述の構成によれば、制御部は、リーン側ステップ応答またはリッチ側ステップ応答の
みに基づく測定では正常であると判定されてしまう空燃比センサ１２３の異常を診断する
ことができるので、空燃比センサ１２３の異常をより確実に検出することができる。
【００７０】
　制御部は、一回の故障診断時にリーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答の計測
を交互に複数回（例えば５回）繰り返し、夫々で算出されたパラメータの平均値に基づい
て故障診断を行なってもよい。
【００７１】
　以下に詳述する。制御部は、上述した所定の走行条件が満たされると、燃料噴射量の急
増と急減を交互に繰り返すような制御信号をステップ入力としてインジェクタ１１２へ出
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力する。例えば、制御部は、図６（ａ）に示すような同一波形が所定回数（例えば５回）
だけ繰り返されるパルス信号をインジェクタ１１２へ出力する。
【００７２】
　制御部は、当該制御信号のパルス値の変化（リッチ側空燃比からリーン側空燃比への変
化、及び、リーン側空燃比からリッチ側空燃比への変化）の度に、当該変化に伴うリーン
側ステップ応答とリッチ側ステップ応答を計測する。
【００７３】
　制御部は、所定回数のパルス信号の各回で測定されたステップ応答に基づいて算出され
た各パラメータの合計値を所定回数で除算することによって、各パラメータの平均値を算
出する。例えば、５回の測定で算出された無駄時間をＤ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５とし
た場合、無駄時間の平均値は、（Ｄ１＋Ｄ２＋Ｄ３＋Ｄ４＋Ｄ５）／５で算出される。
【００７４】
　制御部は、算出した各パラメータの平均値及び当該平均値のパラメータ毎の差分が所定
の許容範囲に収まるか否かに基づいて、空燃比センサ１２３の故障診断を行なう。
【００７５】
　上述の構成によれば、制御部は、パラメータを複数回算出してその平均値に基づいて故
障診断を行なうので、複数回算出したパラメータの一部がノイズ等の影響によって誤差を
伴った場合でも、空燃比センサ１２３の故障診断を適正に行なうことができる。
【００７６】
　制御部は故障診断の結果、空燃比センサ１２３が正常であるか故障しているかを識別す
るデータ、及び、モニタ頻度を記憶部に記憶する。
【００７７】
　換言すると、制御部は異常判定処理の実行により、空燃比センサ１２３が正常であるか
異常であるかを識別するデータ、またはモニタ頻度を記憶部に記憶する。
【００７８】
　空燃比センサ１２３が正常であるか故障しているかを識別するデータは、上述した故障
診断情報のうちの各種異常の有無を示す情報である。
【００７９】
　モニタ頻度は、所定の走行条件が満たされた場合に計数される走行回数（ＩＧ－ＯＮか
らＩＧ－ＯＦＦまでの１トリップを一走行とする。）と、その場合に行なわれる故障診断
により正常または異常と判定された場合に計数されるモニタリング回数の比であり、例え
ばモニタリング回数を走行回数で除算した値で表わされる。
【００８０】
　走行回数は、所定の走行条件が満たされた場合にインクリメントされ、モニタリング回
数は、電子制御装置４による故障診断の結果、空燃比センサ１２３の正常または異常の判
定が終了した時点でインクリメントされる。つまり、故障診断の結果、正常とも異常とも
判別できなかった場合、モニタリング回数はそのままの値が維持される。
【００８１】
　ＯＢＤ２のＲａｔｅＢａｓｅモニタ法では、サービス０９のＩＰＴ（Ｉｎ－ｕｓｅ　Ｐ
ｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ）に関連して、モニタ頻度を継続的に記憶する
必要があるが、上述の構成によれば、電子制御装置４は、この法規の規定を遵守すること
ができる。
【００８２】
　制御部は、パラメータの算出値が診断不能値を示す場合に、診断実施回数に対する診断
不能回数の累積比率を記憶部に記憶するとともに、当該累積比率が所定比率を超えるまで
再度故障診断を行なう。
【００８３】
　以下に詳述する。診断不能値は、各パラメータが現実には取り得ない値であり、例えば
、マイナス値、パルス信号の周期より大きい無駄時間Ｄや時定数Ｔの値等である。
【００８４】
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　診断実施回数は、故障診断が実施された回数である。ここで、本実施形態では、制御部
は所定の走行条件が満たされた場合に故障診断を行なうことから、診断実施回数は上述し
た走行回数と同値となる。しかし、制御部が所定の走行条件が満たされても必ずしも故障
診断を行なわない場合、診断実施回数と走行回数は異なる値となることがある。
【００８５】
　診断不能回数は、制御部による故障診断ができない場合に計数される。具体的には、制
御部によって算出された各パラメータの少なくとも一つが診断不能値である場合に、イン
クリメントされる。
【００８６】
　累積比率は、診断不能回数と診断実施回数の比であり、例えば診断不能回数を診断実施
回数で除算した値で表わされる。
【００８７】
　上述の構成によれば、制御部は、パラメータの算出値を診断不能値と比較することによ
って、電子制御装置４による空燃比センサ１２３やエアフロメータ１１５等からのデータ
の取得の失敗や、制御部での計算空燃比及び実空燃比の算出の失敗を検出することができ
る。また、制御部は、パラメータの算出値が診断不能値を示す場合であっても、診断不能
回数の累積比率が所定比率を超えるまで再度故障診断を行なうので、ノイズ等の影響によ
ってパラメータの算出値に異常が生じても、それによって空燃比センサ１２３が即異常と
診断されてしまうことを防止することができる。
【００８８】
　制御部は、故障診断をエンジン始動から停止までの間に少なくとも一回行なうように構
成され、故障診断が所定回数連続して正常に終了すると記憶部に記憶された累積比率をリ
セットする。
【００８９】
　例えば、制御部は、エンジン始動から停止までの間に、最初に所定の走行条件が満たさ
れた場合、所定の走行条件が満たされる度、或は、予め設定された所定回数を限度として
所定の走行条件が満たされる度等に、故障診断を行なう。尚、制御部は、エンジン始動か
ら停止までの間に、所定の走行条件が満たされることがなかった場合、故障診断を実施し
ない。
【００９０】
　また、制御部は、故障診断が正常に終了する度（例えば、算出されたパラメータが診断
不能値でない場合）にインクリメントし、故障診断が正常に終了しない場合にリセットす
る診断正常終了回数を設定しておき、当該診断正常終了回数が所定回数（例えば２０回）
以上となった場合に、診断不能回数及び診断実施回数をリセットすることで累積比率をリ
セットする。
【００９１】
　上述の構成によれば、制御部による故障診断で、過去にはパラメータの算出値が診断不
能値を示すこと（以下、算出失敗と記す。）が多かったが、現在ではパラメータの算出値
が診断不能値を示すことが殆どない場合に、新たにパラメータの算出値が診断不能値を示
した場合、過去の算出失敗の影響を受けて、累積比率が所定比率を直ぐに超えてしまうこ
とを防止することができる。
【００９２】
　以下、電子制御装置４の制御部による空燃比センサ１２３の故障診断について、図７に
示すフローチャートに基づいて説明する。
【００９３】
　所定の走行条件が満たされ、空燃比センサ１２３の故障診断が開始されると、走行回数
（及び診断実施回数）がインクリメントされる（Ｓ１）。
【００９４】
　制御部は、燃料噴射量の急増と急減を交互に繰り返すようなステップ入力として、同一
波形が所定回数だけ繰り返されるパルス信号をインジェクタ１１２へ出力する。そして、
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当該パルス信号の各回でリーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答を計測し、当該
計測値から一次遅れ系のパラメータ（無駄時間Ｄ、時定数Ｔ、及びゲインＫ）を算出する
。最後に、各パラメータの合計値を所定回数で除算することによって、各パラメータの平
均値を算出する（Ｓ２）。
【００９５】
　算出したパラメータ（またはパラメータの平均値）が診断不能値を示す場合（Ｓ３）、
制御部は、診断不能回数をインクリメントして、現在の診断実施回数及び診断不能回数に
基づいて累積比率を算出し、算出した累積比率を記憶部に記憶する（Ｓ４）。
【００９６】
　制御部は、累積比率が予め設定された所定比率以上の場合（Ｓ５）、故障診断不能と判
定し（Ｓ６）、累積比率が所定比率より小さい場合（Ｓ５）、再び各パラメータの平均値
を算出する（Ｓ２）。つまり、累積比率が所定比率以上となるまで、または、算出したパ
ラメータが診断不能値を示さなくなるまで、各パラメータの平均値の算出が試みられる。
【００９７】
　算出したパラメータが診断不能値を示さない場合（Ｓ３）、制御部は、診断正常終了回
数をインクリメントして、当該診断正常終了回数が所定回数以上である場合（Ｓ７）、診
断実施回数、診断不能回数、及び累積比率をリセットする（Ｓ８）。
【００９８】
　制御部は、ステップＳ２で算出したパラメータ（またはパラメータの平均値）が所定の
許容範囲に収まり（Ｓ９）、且つ、当該パラメータ毎（または当該パラメータの平均値毎
）の差分値が所定の許容範囲に収まる場合（Ｓ１０）、空燃比センサ１２３は正常である
と診断する（Ｓ１１）。一方、ステップＳ９、Ｓ１０の何れかで所定の許容範囲に収まら
ない場合、空燃比センサ１２３は故障していると診断する（Ｓ１２）。尚、制御部は、こ
れらの診断結果（正常または故障の結果）を記憶部に記憶する。
【００９９】
　その後、制御部はモニタリング回数をインクリメントし（Ｓ１３）、現在の走行回数と
モニタリング回数に基づいてモニタ頻度を算出して、算出したモニタ頻度を記憶部に記憶
する（Ｓ１４）。
【０１００】
　以上説明したとおり、本発明による故障診断方法は、所定の走行条件が満たされた場合
に実行される内燃機関１の排気管１２１に設けられた空燃比センサ１２３の故障診断方法
であって、空燃比センサ１２３が燃料リッチを示す状態で所定のリーン側空燃比に燃料噴
射量を変化させた場合のリーン側ステップ応答、及び、空燃比センサ１２３が燃料リーン
を示す状態で所定のリッチ側空燃比に燃料噴射量を変化させた場合のリッチ側ステップ応
答を計測し、当該計測値から一次遅れ系のパラメータを夫々算出し、リーン側ステップ応
答及びリッチ側ステップ応答夫々のパラメータの差分値に基づいて空燃比センサ１２３の
故障診断を行なう方法である。
【０１０１】
　以下、別実施形態について説明する。上述の実施形態では、制御部は、ステップ応答の
計測を、図６（ａ）において破線で示すようにリーン側ステップ応答とリッチ側ステップ
応答を交互に計測する場合について説明したが、制御部は、図６（ｂ）において破線で示
すように夫々のステップ応答を連続して計測してもよいし、図６（ｃ）において破線で示
すように夫々のステップ応答を離散して計測（例えば、所定数おきに計測）してもよい。
尚、図６（ｂ）はリーン側ステップ応答を連続して計測する場合を示しており、図６（ｃ
）はリーン側ステップ応答を一回おきに計測する場合を示している。
【０１０２】
　上述の実施形態では、制御部は累積比率を記憶部に記憶するとともに、当該累積比率が
所定比率を超えると故障診断不能と判定する場合について説明したが、故障診断不能の判
定は累積比率に基づいて行なう場合に限らない。例えば、制御部は、パラメータの算出値
が予め設定された所定回数以上連続して診断不能値を示した場合に、故障診断不能と判定
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してもよい。
【０１０３】
　上述の実施形態では、制御部は、一回の故障診断時にリーン側ステップ応答及びリッチ
側ステップ応答の計測を交互に所定回数（例えば５回）繰り返し、夫々で算出されたパラ
メータの平均値に基づいて故障診断を行なう場合について説明した。
【０１０４】
　この場合、所定回数のうちの少なくとも１回で、パラメータの算出値が診断不能値を示
すこと等によって、適正にパラメータを算出できなかった場合、制御部は、パラメータの
算出は失敗したと判定して診断不能回数をインクリメントする構成であってもよいし、適
正に算出できたパラメータのみの平均で故障診断を実施する構成であってもよい。
【０１０５】
　上述の実施形態では、制御部は、故障診断情報、モニタ頻度、及び累積比率等を記憶部
としてのＲＡＭ４４及び／またはＥＥＰＲＯＭ４３に記憶する場合について説明したが、
制御部は、故障診断情報、モニタ頻度、及び累積比率等を算出した時点で一旦ＲＡＭ４４
に記憶しておき、エンジン停止の際等にＲＡＭ４４からＥＥＰＲＯＭ４３に転送してもよ
い。これによって、データの書込み及び読出し速度が一般にＲＡＭ４４に比べて遅いＥＥ
ＰＲＯＭ４３の使用を最小限に抑えることができる。
【０１０６】
　上述の実施形態では、制御部が、リーン側ステップ応答及びリッチ側ステップ応答に基
づいて算出された一次遅れ系のパラメータに基づいて、空燃比センサ１２３の故障診断（
異常判定）を行なう場合について説明したが、一次遅れ系のパラメータ以外に基づいて異
常判定を行なってもよい。
【０１０７】
　以下に一例について詳述する。例えば、制御部は、空燃比センサ１２３からの信号に基
づいて、燃料リッチ状態から燃料リーン状態に移行した瞬間から、再び燃料リーン状態か
ら燃料リッチ状態へ移行する瞬間までの時間ｔ１を算出するとともに、燃料リーン状態か
ら燃料リッチ状態に移行した瞬間から、再び燃料リッチ状態から燃料リーン状態へ移行す
る瞬間までの時間ｔ２を算出する。
【０１０８】
　また、制御部は、燃料噴射部としてのインジェクタ１１２から噴射された燃料量と、吸
気量検出部としてのエアフロメータ１１５からの信号により算出される吸気量に基づいて
、燃料リーン状態への変化値としての時間ｔ１に対応する推定時間ｔ１´を推定するとと
もに、燃料リッチ状態への変化値としての時間ｔ２に対応する推定時間ｔ２´を推定する
。
【０１０９】
　また、制御部は、時間ｔ１と時間ｔ１´の差分（ｔ１－ｔ１´）、及び、時間ｔ２と時
間ｔ２´の差分（ｔ２－ｔ２´）を算出するとともに、各差分（ｔ１－ｔ１´）、（ｔ２
－ｔ２´）の絶対値の差分ｔを算出する。
【０１１０】
　そして、制御部は、差分ｔが予め設定された異常判定閾値以上の場合に、空燃比センサ
１２３が異常であると推定する。尚、各差分（ｔ１－ｔ１´）、（ｔ２－ｔ２´）が、夫
々について予め設定された異常判定閾値以上の場合に、空燃比センサ１２３が異常である
と推定してもよい。
【０１１１】
　以上の説明より、本発明による電子制御装置４は、一次遅れ系のパラメータに基づいて
空燃比センサ１２３の異常判定を行なうか否かにかかわらず、以下に示す処理を実行する
。
【０１１２】
　つまり、電子制御装置４は、内燃機関１の排気管１２１に設けられた空燃比センサ１２
３の異常判定を行う電子制御装置４であって、空燃比センサ１２３の異常を判定するため
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の異常判定閾値を記憶する記憶部と、以下に示す五種類の処理（燃料リーン判定検出処理
、燃料リッチ反転検出処理、燃料リーン変化値差分算出処理、燃料リッチ変化値差分算出
処理、及び空燃比センサ異常判定処理）を実行する制御部を備えている。
【０１１３】
　燃料リーン反転検出処理は、内燃機関１を制御する際に、空燃比センサ１２３からの信
号により判定する空燃比が燃料リッチを示す状態から、燃料リーンを示す状態へ変化する
のを検出する処理である。
【０１１４】
　燃料リッチ反転検出処理は、内燃機関１を制御する際に、空燃比センサ１２３からの信
号により判定する空燃比が燃料リーンを示す状態から、燃料リッチを示す状態へ変化する
のを検出する処理である。
【０１１５】
　燃料リーン変化値差分算出処理は、燃料リーン反転検出処理の実行により燃料リッチ状
態から燃料リーン状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部１１２により噴射した燃料
量と、吸気量検出部１１５からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した燃料リー
ン状態への変化値と、空燃比センサ１２３からの信号により判定する燃料リーン状態への
変化値との差分を算出する処理である。
【０１１６】
　燃料リッチ変化値差分算出処理は、燃料リッチ反転検出処理の実行により燃料リーン状
態から燃料リッチ状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部１１２により噴射した燃料
量と、吸気量検出部１１５からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した燃料リッ
チ状態への変化値と、空燃比センサ１２３からの信号により判定する燃料リッチ状態への
変化値との差分を算出する処理である。
【０１１７】
　空燃比センサ異常判定処理は、燃料リーン変化値差分算出処理の実行により算出される
差分の絶対値と、燃料リッチ変化値差分算出処理の実行により算出される差分の絶対値と
の差分が、記憶部が記憶する異常判定閾値以上の場合に、空燃比センサ１２３が異常であ
ると判定する処理である。
【０１１８】
　ここで、上述の実施形態のように、電子制御装置４が一次遅れ系のパラメータに基づい
て空燃比センサ１２３の異常判定を行なう場合、燃料リッチ及び燃料リーンへの変化値は
、以下に示すとおりである。
【０１１９】
　つまり、制御部が実行する異常判定処理における、空燃比センサ１２３からの信号によ
り判定する燃料リッチ及び燃料リーンへの変化値は、燃料噴射部１１２により噴射した燃
料量と、吸気量検出部１１５からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した燃料リ
ッチ及び燃料リーンへの変化値との関係において、一次遅れを示すパラメータであり、パ
ラメータは無駄時間、時定数、またはゲインを含む。
【０１２０】
　以上説明したとおり、本発明による内燃機関１の排気管１２１に設けられた空燃比セン
サ１２３の異常判定を行う制御方法は、以下に示す五つのステップ（燃料リーン反転検出
ステップ、燃料リッチ反転検出ステップ、燃料リーン変化値差分算出ステップ、燃料リッ
チ変化値差分算出ステップ、及び空燃比センサ異常判定ステップ）を実行する方法である
。
【０１２１】
　燃料リーン反転検出ステップは、内燃機関１を制御する際に、空燃比センサ１２３から
の信号により判定する空燃比が燃料リッチを示す状態から、燃料リーンを示す状態へ変化
するのを検出するステップである。
【０１２２】
　燃料リッチ反転検出ステップは、内燃機関１を制御する際に、空燃比センサ１２３から
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するのを検出するステップである。
【０１２３】
　燃料リーン変化値差分算出ステップは、燃料リーン反転検出ステップの実行により燃料
リッチ状態から燃料リーン状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部１１２により噴射
した燃料量と、吸気量検出部１１５からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した
燃料リーン状態への変化値と、空燃比センサ１２３からの信号により判定する燃料リーン
状態への変化値との差分を算出するステップである。
【０１２４】
　燃料リッチ変化値差分算出ステップは、燃料リッチ反転検出ステップの実行により燃料
リーン状態から燃料リッチ状態への変化を検出した場合に、燃料噴射部１１２により噴射
した燃料量と、吸気量検出部１１５からの信号により判定する吸気量に基づいて推定した
燃料リッチ状態への変化値と、空燃比センサ１２３からの信号により判定する燃料リッチ
状態への変化値との差分を算出するステップである。
【０１２５】
　空燃比センサ異常判定ステップは、燃料リーン変化値差分算出ステップの実行により算
出される差分の絶対値と、燃料リッチ変化値差分算出ステップの実行により算出される差
分の絶対値との差分が、記憶部が記憶する異常判定閾値以上の場合に、空燃比センサ１２
３が異常であると判定するステップである。
【０１２６】
　尚、上述の実施形態は、本発明の一例に過ぎず、本発明の作用効果を奏する範囲におい
て各ブロックの具体的構成等は適宜変更設計できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】エンジンの説明図
【図２】空燃比センサの説明図
【図３】（ａ）は空燃比センサの流入電流－印加電圧の特性図、（ｂ）は空燃比センサの
限界電流－空燃比の特性図
【図４】電子制御装置のブロック構成図
【図５】（ａ）はリーン側ステップ応答の説明図、（ｂ）はリッチ側ステップ応答の説明
図
【図６】（ａ）は夫々のステップ応答を交互に計測する場合のステップ入力とステップ応
答の説明図、（ｂ）は夫々のステップ応答を連続して計測する場合のステップ入力とステ
ップ応答の説明図、（ｃ）は夫々のステップ応答を離散して計測する場合のステップ入力
とステップ応答の説明図
【図７】電子制御装置による空燃比センサの故障診断について説明するためのフローチャ
ート
【符号の説明】
【０１２８】
１：エンジン（内燃機関）
４：電子制御装置
１１２：インジェクタ
１２１：排気管
１２３：空燃比センサ
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